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   都 道 府 県 
各              大気環境主管課 御中 
   大気汚染防止法政令市 
 
 

環境省水・大気環境局大気環境課  
 
 
 

建築物解体等作業における石綿の事前調査の講習会の実施について 
 
 
大気環境行政の推進につきまして平素よりご協力いただき厚く御礼申し上げます。 

この度、厚生労働省から別添写しのとおり、石綿作業主任者等を対象とした講習会の開催

について周知の依頼がありましたのでお知らせします。 

なお、当該講習会については、厚生労働省より国土交通省及び都道府県労働局あてに通知

していることを申し添えます。 


